
　�～新型コロナウイルス感染症の流行下で日々
ご尽力いただいている会員の先生方へ～

会長　菊岡　正和

　今回の第５波は、新規陽性患者の激増により、重症化のリスクが
ある方が、入院することもできず適切な治療を施せない現状であり
ます。今後は「命の選択」が迫られる危機的な状況も想定せざるを
得ず、医療者として総力戦でぶつかる必要のある「災害時医療」と
言えます。
　会員の先生方お一人、お一人の力が必要です。非常に厳しい状況
でありますが更なるご協力をお願いします。
◎�発熱の患者さんを診療する体制の構築が必要です！
　�　濃厚接触者も含め、発熱のある患者さんを一人でも多くご診察
ください。また、行政と郡市医師会と相談の上逼迫している保健
所業務にご助力いただきますようお願いいたします。
◎�地域でのワクチン接種の担い手となっていただくようお願いしま
す！
　�　ワクチン接種により重症化を防ぐことが可能となります。是非
とも接種体制構築にご協力ください。
◎�重症化リスクの高い自宅療養の患者さんの健康観察にご協力くだ
さい！
　�　地域療養の神奈川モデルを構築している郡市医師会において
は、一層の拡充にご尽力いただき、現在検討中である場合には、
できる限り早期に体制構築をお願いします。
　�　なお、軽症・無症状の方のフォローアップについても保健所と
郡市医師会においてご相談いただき、できる限りのご協力をお願
いします。
◎医療人材の確保が必要です！
　�　地域の病院協会等と連携し、神奈川モデル認定医療機関に、医
療関係者を派遣する等のご協力をお願いします。
◎�神奈川県の緊急酸素投与センターへのJ-MAT派遣をお願いしま
す！
　�　神奈川県医師会として郡市医師会の協力のもと9月5日まで、
24時間体制で酸素投与センター（横浜市内）への医師・看護師を
派遣しています。是非ともご登録ください。
　（JMAT担当：県医師会地域医療課　TEL045-241-7000）
※詳しくは、本会会員専用ホームページをご覧ください。

　�かながわ緊急酸素投与センターへの
神奈川JMAT派遣の募集について

１　県からの要請に基づく派遣
　県は、同感染症の自宅等における療養者のうち、酸素飽和度が低
下し「医師により入院が必要」と判断された方（原則ADLが自立し
ている者）の搬送先が確定するまでの間、酸素投与による応急処置
をする緊急的な宿泊施設として「かながわ緊急酸素投与センター」
を「横浜伊勢佐木町ワシントンホテル」に設置しました。
　本会は、県からの要請「新型コロナウイルス感染症に係るかなが
わ緊急酸素投与センターの運営の支援に関する協定書」に基づき、
「神奈川JMAT（日本医師会災害医療チーム（JMAT））として、同
センターにて従事していただける「医師及び看護師」を募集してお
ります。
２　派遣先
　横浜伊勢佐木町ワシントンホテル17階・18階（20床程度）：横浜市
中区長者町５－53
　横浜市営地下鉄「伊勢佐木長者町駅」出口３Ａより徒歩０分。

JR京浜東北・根岸線「関内駅」南口より徒歩約５分。
３　期間
　令和３年８月７日（土）～令和３年９月５日（日）まで（予定）
４　活動内容
【医師】
・患者の健康観察　・酸素投与量の決定　・県看護師及び医療チー
ム看護師への指示　・県庁搬送調整班医師との調整　・その他状況
に応じた必要な処置
【看護師】
・患者の健康観察　・県看護師と連携し、患者の搬入、搬出　・患
者の移動介助　・患者記録の作成　・その他状況に応じた必要な対
応
５　申し込み方法
下記、県医師会地域医療課あてご連絡をお願いいたします。
県医師会地域医療課　担当：佐々木、松井
神奈川県医師会 事務局 地域医療課 TEL　０４５－２４１－７０００
E-mail：y-sasaki@kanagawa.med.or.jp
※詳しくは、本会会員専用ホームページをご覧ください。

「医業承継・第２回税制セミナー
〔Zoom〕」開催のご案内（再）
　本年９月２５日（土）１５：００より、「医業承継・第２回税制セミナー」
をＷｅｂ〔Ｚｏｏｍ〕開催いたします。
　前回５／２２（土）に実施した本会主催「第１回税制セミナー」に
引き続きの開催となります。今回は、日本医師会とＴＫＣ全国会と
共催し、講演テーマは、前回セミナー後のアンケートによりご要望
の多かった、節税対策についてなど３部構成としております。
　また、後継者問題が昨今深刻化し、その地域の患者への診療・従
業員の雇用を守り、地域医療提供体制を維持することも課題となっ
ていることから、「医業承継について」もテーマとして講演を予定し
ております。
　本セミナーは、会員の先生方からのご要望・ご意見等を収集する
機会ともとらえておりますので、ぜひ奮ってご参加の程宜しくお願
いいたします。
　本セミナーへの参加申込は、本会ホームページ内バナー、または
下記のＱＲコードより申込フォームへアクセスし、お申し込みくだ
さい。

医業承継・第２回税制セミナー�
申込サイト

　※�申込フォームへのアクセスには、�
本会会員ID・パスワードが必要となります。

締切：令和３年９月 10日（金）まで
〈セミナー概要〉
日　時　令和３年９月２５日（土）　１５：００～１７：３０
方　法　Web〔Zoom〕開催※
講　演
（第１部）「日本医師会の医政活動状況（仮）」　〔３０分程度〕
　　　　　講師　日本医師会常任理事　宮川政昭
（第２部）「診療所の税務対策について（仮）」　〔５０分程度〕
　　　　　講師　TKC全国会税理士
（第３部）「医業承継について（仮）」　　　　　〔５０分程度〕
　　　　　講師　TKC全国会税理士
　※�本セミナーは、完全Web〔Zoom〕開催となりますので、
　　神奈川県医師会に来所しての参加はできません。
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　　�患者調査の平均診療間隔、算定
上限は「98日」に

�− 厚労省・WG−

　厚生労働省の「厚生労働統計の整備に関する検討会」のワーキン
ググループ（WG）は６日、患者調査の平均診療間隔の算定上限を、
現行の「30日」から「98日（14週）」に見直すことを了承した。2月
のWGでは算定上限を「91日（13週）」に見直す方針だったが、そ
の後、臨床現場の実態を考えると98日が適当との指摘があり、方針
を修正した。WGは算定上限を98日に変更すべきとの報告書をま
とめ、検討会に提出する。
　WGの正式名称は、「患者調査における『平均診療間隔』及び『総
患者数』の算出方法等の見直しに関するWG」（主査=大久保一郎・
横浜市健康福祉局衛生研究所長）。
　現在、平均診療間隔の算出に当たっては、前回診療日から調査日
までの日数の上限を30日とし、31日以上は除外して計算している。
しかし近年、慢性疾患の増加、医療技術の向上、薬剤投与期間の規
制緩和など、診療状況に変化が生じている。診療間隔の長期化に伴
い、現行の平均診療間隔と、これを用いて推計した総患者数が実態
と乖離している可能性があるため、WGで検討を行った。
　WGは3月の検討会に、平均診療間隔の算定上限を91日とする方
針を報告。その後、「臨床現場では3カ月をめどに再来予定であって
も、患者都合、休診日などの影響で、実際には本来の3カ月より遅
れて受診するケースが多い」との指摘が出た。上限日数は98日とす
るほうが医療現場の実態に合っているとの声を受け、WGであらた
めて検討した。� メディファクス８／１０

　　�平均寿命男性81.64年、�
女性87.74年で過去最高

�− 20年簡易生命表−

　厚生労働省は７月30日、2020年簡易生命表の結果を取りまとめて
公表した。平均寿命は男性が81.64年、女性が87.74年で、前年から
それぞれ0.22年、0.30年伸びて過去最高を更新した。新型コロナウ
イルス感染症や自殺による平均寿命の引き下げ効果があったもの
の、悪性新生物や心疾患、脳血管疾患などの死亡率の改善による平
均寿命の引き上げ効果が上回り、平均寿命の延伸につながった。
　平均寿命の前年との差に対する死因別寄与年数を見ると、男女と
も３大死因とされる悪性新生物（腫瘍）、心疾患（高血圧性を除く）、
脳血管疾患はいずれも死亡率が改善した。男性は悪性新生物が0.07
年、心疾患が0.01年、脳血管疾患が0.03年、女性は悪性新生物が
0.04年、心疾患が0.08年、脳血管疾患が0.04年などとなった。平均
寿命の延伸に最も寄与したのは男女とも肺炎の死亡率の改善で0.10
年だった。
　一方、平均寿命の延伸にマイナスの影響を与えたのは新型コロナ
で、男性はマイナス0.03年で最もマイナスの影響幅が大きく、女性
はマイナス0.02年だった。女性でマイナスの影響幅が最も大きかっ
たのは自殺で、マイナス0.06年だった。
　平均寿命の国際比較では、男性はスイスに次ぐ２番目、女性は１

番目となった。ただし厚労省は今回から中国の一地域として香港を
比較対象から除外しており、例年通り香港も入れた場合は香港が上
回る。作成基礎期間や作成方法が異なるため参考値となる。
　将来どの死因で死亡するかを確率で表す「死因別死亡確率」は、
０歳では悪性新生物（腫瘍）が男女ともに最も高く、男性28.24%、
女性20.14%となった。次いで、心疾患（高血圧性を除く）が男性
14.43%、女性16.44%だった。� メディファクス８／２

　　体外受精の保険適用制限へ
�− 妻の年齢、回数に上限−

　来年４月に始まる不妊治療の公的医療保険の適用を巡り、厚生労
働省が体外受精に関しては保険の対象となる年齢や回数を制限する
方針を固めたことが７日、分かった。現在の国の助成制度でも治療
の効果を勘案し、「妻の年齢が43歳未満」「最大６回まで」という上
限がある。これと同じ条件とする案が有力で、年末までに決定す
る。回数や年齢を超えた場合も治療は受けられるが、全額自己負担
となる。
　不妊治療は費用が高額で経済的負担が重く、菅義偉首相が少子化
対策の一環として保険適用を打ち出した。適用されれば患者の自己
負担は原則3割で済む。厚労省は、保険適用を認める治療や薬剤な
どの範囲についても年末までに決める。
　現在、体内から取り出した卵子に精子を受精させる「体外受精」
と「顕微授精」は、１回30万円の助成制度があり、①治療開始日の
妻の年齢が40歳未満の場合は子ども1人につき6回まで②43歳未満
の場合は３回まで一という条件がある。
　年齢条件は流産や合併症などのリスクを勘案し、回数条件は６回
を境に出産に至る確率が下がるといった研究結果から、2016年度に
導入された。不妊に悩む当事者からは条件をより緩やかにしてほし
いとの要望も根強い。
　公的医療保険は国民の保険料や公費が主な財源のため、適用対象
は科学的根拠に基づく必要がある。16年度を上回る新たな根拠が出
てこなければ、条件は踏襲される可能性が高い。今後、こうした制
限の妥当性などを中央社会保険医療協議会（中医協）で議論する。
【共同】� メディファクス８／１１

　　准看護師課程、10校が募集停止
�− 21年医師会立養成所調査−

　日本医師会は４日の会見で、今年５月に実施した「医師会立助産
師・看護師・准看護師学校養成所調査」の結果を発表した。2021年
度は准看護師課程で10校が募集を停止し、近年では最多の停止数と
なった。看護師２年課程も20年度から停止している学校を含めて7
校が募集を停止していた。会見で結果を説明した釜萢敏常任理事は
医師会立養成所による養成数の減少が地域医療にどう影響している
か把握していきたいとした。
　21年度の准看護師課程の応募者は7899人（20年度比285人減）で16
年度と比べると半数以下となった。入学者も定員6873人に対して
5489人（153人減）で大幅な定員割れとなった。看護師2年課程の応
募者は2550人（74人減）。入学者は定員2661人に対して2185人（31人
減）だった。
　看護師3年課程の応募者は7507人（244人減）で、入学者は定員
3583人に対して3465人（30人減）だった。助産師課程の応募者は322
人（２人増）で、入学者は定員109人に対して81人（３人減）だった。
　卒業後の進路を見ると、看護師２年課程は53.6%、看護師３年課
程は52.9%が管内に就業していた。准看護師課程も28.0%、助産師
課程も41.0%が管内に就業しており、地域医療の確保に貢献してい
ることがうかがえた。
　調査は全国316校を対象に質問用紙を郵送して回答を求めた。全
校から回答があった。� メディファクス８／５
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